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○
総
務
省
令
第
九
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
八
十
三
条
第
一
項
、
第
百
五
条
及
び
第
百
四
十
九
条
第
四
項
並
び
に
公
職
選

挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
百
九
条
の
四
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
五
項
、
第

百
九
条
の
七
第
二
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
百
九
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
十
条

の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
百
十
条
の
三
及
び
第
百
二
十
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
並
び
に
第
百
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

公
職
選
挙
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
を
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選

挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
六
項
中
「
全
部
の
区
域
」
の
下
に
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
区
の
区
域
内
の
都
道
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府
県
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
都
道
府
県
の
全
部
の
区
域
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
中
「
第
百
六
十
九
条
第
二
項
後
段
」
を
「
第
百
六
十
九
条
第
三
項
後
段
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
そ
の
一
中
「
選
挙
長
」
の
下
に
「
・
選
挙
分
会
長
」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
そ
の
四
備
考
３
を
同
様
式
そ
の
四
備
考
４
と
し
、
同
様
式
そ
の
四
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
の

選
挙

分
会

録
は

こ
の

様
式

に
準

じ
て

選
挙

分
会

長
が

調
製

す
る

も
の

と
す

る
、

。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
そ
の
九
備
考
５
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
九
備
考
６
を
同
様
式
そ
の
九
備
考
５
と
す
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「
都
道
府
県
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
」
を
「
何
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
六
そ
の
一
備
考
６
及
び
同
様
式
そ
の
三
備
考
６
中
「

」
の
次
に

参
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

「

」
を
加
え
る
。

又
は

参
議

院
合

同
選

挙
区

選
挙

都
道

府
県

内
選

挙
区

の

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
七
備
考
４

ロ
及
び
別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
八
備
考
４

ロ
中
「

」
を
「

(1)

(1)

」
に
改
め
る
。

区
域

内別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
九
そ
の
二
備
考
４

中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
様
式
そ

選
挙

又
は

参
議

院
合

同
選

挙
区

選
挙

(1)

の
三
備
考
４

中
「

」
を
「

（

1
0

）
」
に
改
め
る
。

５
５

参
議

院
合

同
選

挙
区

選
挙

に
あ

つ
て

は

(1)
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附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
並
び
に
こ
れ
に
係
る
再
選
挙
及
び
補
欠
選
挙
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
た
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
並
び
に
こ
れ
に
係
る
再
選
挙
及
び

補
欠
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


